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空港配置図空港配置図
全国で全国で9494の空港（公共用）が供用の空港（公共用）が供用

我が国の航空ネットワークを支えている我が国の航空ネットワークを支えている

●第一種空港 4
●第二種(A)空港 20
●第二種(B)空港 5
▲第三種空港 51
★その他飛行場 14

(供用中の空港数）
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○ 成田新高速鉄道の整備
　　によるアクセス改善
⇒ 都心からの所要時間を大幅短縮

○ 平行滑走路（2,500ｍ）等の早期整備
　　⇒ 需要の増大に対し、機材の大型化等による対応が可能

○ 地元との協議による更なる発着枠の拡大

使用機材

就航路線

２，１８０ｍ（暫定平行滑走路） ２，５００ｍ

B767等の中型機中心

離陸 ：アジア等の近距離中心
着陸 ：米国、欧州も可能

B747も含めた全供用機材

近距離中心に、米西海岸
（B747ならハワイ）ぐらい
まで離陸可能

成田空港

設置管理者
　新東京国際空港公団
　　　 (国が100％出資の公団）

平成13年度実績
　旅客数　　2,489 万人
　 （国際：2,422万人、国内： 67万人）

　貨物量　 161.2 万㌧
　 （国際：160.4万㌧、国内：0.8万㌧）

　発着回数　 12.9 万回

現　　状

○ 発着枠の増加
　　　　（13.5万回→20万回（1.5倍）に増加）

○ 国内線枠の大幅増（５千 →
　　２万回／年）により、国際線・
　　国内線の乗継利便が向上
　　　　　平成14年度上期の国内線発着回数
　　　　　　　　　＝　5.4千回（155％増）

平成14年度上期（4～9月）実績（対13年比）

暫定平行滑走路（2,180ｍ）供用開始

○ 現在、空港容量をほぼ一杯に使用。現状のままでは、数年内に容量が一杯
　　になることが予想される。また、暫定滑走路の誘導路構造、上空の混雑等に
　　より、恒常的に遅延が発生するなど、運航上の諸制約が既に発生。

○ 今後、我が国が世界的な国家間競争を行っていく中で重要な役割を担う成
　　田空港においては、我が国の国際競争力を向上させるための方策が必要。
　　空港利用に係るトータルコストの軽減、利用者サービスの向上が必要。

○ 経営の一層の効率化
○ 利用者利便の向上

○ 会社の業務運営の自由度
　　が向上
　　⇒ 新規事業への進出が容易に

空港機能向上 民営化 アクセス強化

京成
ｽｶｲﾗｲﾅｰ

約１時間

整備後

３６分

成田と都心との
鉄道アクセス時間

発着枠

１８.３万回

発着回数

２０万回

１３.５万回

暫定平行滑走路
オープン

地元との協議の上、
発着枠の増加

１９.５万回

２４.３万回

1990 2007 20122002

発着回数の実績及び将来予測
喫緊の課題

（年度）
(H2) (H19) (H24)(H14)

完全民営化に向けて、平成16年度に
全額国出資の特殊会社化

発着回数 ：　３１％増加

旅 客 数 ：　１２％増加

貨　　物 ：　２４％増加

平行滑走路
　2,500m

暫定平行滑走路2,180m

　A滑走路4,000m　

２



羽田空港

○新設滑走路の位置
　　現空港の南(Ｃ滑走路南端～新設滑走路中心までの距離１７５０ｍ）
　　Ｂ滑走路と平行

○滑走路長　２５００ｍ

○滑走路以外の施設(検討中)
　　連絡誘導路、エプロン、航空保安施設、ターミナル施設、アクセス等

○処理容量
　　年間２７．５万回 ⇒ 年間４０．７万回 に増加(約１．５倍）

○平成１５年度予算
　　東京国際空港再拡張事業着工準備調査費　１５億円

○ 国内（平成13年度）

　旅客数　　：　５,７０１万人

　貨物量　　：　 ５６.２万㌧

　国内４７空港と接続

再拡張事業案現　　　状

Ｎ
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○ 国際
　　深夜早朝時間帯に国際旅客チャーター便
　　を運航

　　　　　平成14年度　：　７１２便（８.３万人）
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◎ 抜本的な経営改善
　　　　　･･･ 今後３ヵ年間を経営改善集中期間と位置付け、Ｈ15.３に経営改善計画を策定、今後着実に実施
　　　　　　　　　⇒ 税等の固定的な部分を除いた運営経費の約３０億円削減及び約１割の人員削減
　　　　　　　　　⇒ 民間的経営感覚をより一層強めた 営゙業 会゙社へ

◎ 一層の利用促進
　　　　　･･･ 自治体・民間と一体となった取り組み

◎ ２期事業については、予定通り用地造成を進めることとし、
　　供用開始に必要な施設の整備については、今後の需要動
　　向や会社の経営状況等を見つつ実施

◎ 新たな補給金制度の創設及び政府保証の拡充
　　　　　･･･ 仮に需要の伸び率が予測を50％下回った場合においても、確実な債務償還が可能
　　　　　　　　　⇒ 補給金 90億円（平成15年度予算）
　　　　　･･･ 会社信用力を補完することにより、当面の資金調達を円滑化
　　　　　　　　　⇒ ５年未満の短期政府保証債 1,749億円（平成15年度予算）

２期空港計画（案）イメージ図

２期空港島

１期空港島

Ｂ滑走路（4,000m）

A滑走路（3,500m)

旅客ターミナルビル（２期本館）

サテライト

旅客ターミナルビル（１期）

連絡誘導路

空港連絡橋

鉄道駅

２期空港島
（平成14年度末で70％埋立完了）

１期空港島

Ａ滑走路 3,500ｍ

Ｂ滑走路4,000ｍ

２期事業

関空会社の経営改善策

設置管理者
　関西国際空港株式会社(国が2/3出資の特殊会社)
平成13年度実績
　旅客数　　1,875 万人

（国際：1,098万人、国内：777万人）
　貨物量 　81.2 万㌧

（国際： 74.8万㌧、国内：6.4万㌧）　　
　発着回数　 12.1 万回

関西国際空港

国際線・国内線の乗り継ぎを容易
とする我が国の国際拠点空港

関空会社の経営状況

需要予測

現　　状

事業スキームの見直しを実施
無利子資金の比率が向上（1/2 → 2/3 ）し、

収支採算性が大幅に改善
　　・平行滑走路供用開始までの事業費を4,500億円（約３割）削減
　　・予定されていた無利子資金は、平行滑走路供用（一部後年度）までに全額拠出

安定的な経営基盤を確立するため、経営改善を進め、有利子債務の
確実な償還を期すとともに、当面の資金調達の円滑化を図る措置を実施

　○ 営業損益は、開港以来一貫して黒字
　○ 経常利益は利子負担のため赤字であるが、償却前損益は
　　　開港後２年目から黒字
　　　　⇒　積極的に有利子債務を償還

　○ Ｈ12、Ｈ13年度の２年間で約30億円の経費削減を実施
　　　H10～H14年度の５年間で91名の管理運営部門の人員削減
　　　を実施

　○ 伊丹空港の騒音問題等から環境に配慮して海上空港として
　　　建設された経緯等により、巨額の用地造成費等を要し、過大
　　　な有利子債務が存在

平成13年度の経営状況

営業損益　　　＋１９９億円
償却前損益 　＋１８２億円
経常損益　　　▲１７０億円
※ 有利子債務残高 ＝ 約１兆1,700億円

　　　　　　　　　　　　　　（連結ベース）

2000 2007 20121994

旅客合計

国際旅客

国内旅客

1,287万人

2,036万人

749万人

1,580万人

2,340万人

760万人

2,080万人

2,990万人

910万人

（0.2％）

（3.0％）

（2.0％）

（5.0％）

（5.7％）

（3.7％）

※ （　）内は年平均伸び率

12.1万回
定期便

発着回数 13.6万回 16.7万回
（1.7％） （4.2％）

将来の完全民営化につながる条件整備が必要

平行滑走路供用までの事業費

○用地造成事業費
　　1兆1,400億円 → 9,000億円
　　　　（平行滑走路供用以降継続事業（1,000億円））

○施設整備事業
　　4,200億円 → 2,100億円
　　　　（平行滑走路供用以降、需要に応じて整備（2,100億円））

(H12) (H19) (H24)(H6)
（年度）

航空旅客の実績及び将来予測

４



・ 中部国際空港供用開始後は、国内・国際定期航空路線はすべて中部国際空港に一元化

・ 空港整備法上の第二種空港としての現名古屋空港は廃止

現名古屋空港は、愛知県が管理する空港としてゼネラルアビエーションを扱う空港に

設置管理者
国（第二種空港）

平成13年度実績
旅客数 1,040 万人

（国際： 396万人、国内： 644万人）

貨物量 16.2 万㌧
（国際： 11.4万㌧、国内： 4.7万㌧）

発着回数 11.8 万回

中部圏における空港整備

名古屋空港の現状

○ 設立形態 民間会社(国出資４０％の指定法人)

○ 会社事業費 ７，６８０億円

○ 供用開始予定 ２００５年(平成１７年)

需要予測

旅客合計

国際旅客

国内旅客

657万人

1,092万人

435万人

720万人

1,270万人

550万人

820万人

1,530万人

710万人

（3.4％）

（1.3％）

（2.2％）

（3.8％）

（2.6％）

（5.2％）

※ （ ）内は年平均伸び率

【中部国際空港の事業スキーム】

国

地方公共団体

民 間

（事業主体）

中部国際空港
株式会社

［指定法人］

総事業費 7,680億円

資本金 1,024億円

国 ：40%

地方自治体：10%
民 間：50%

出資
(410億円)

無利子貸付
(1,638億円)

出資
(102億円)

無利子貸付
(410億円)

出資
(512億円)

無利子資金
(総事業費の40%：3,072億円)の負担割合
国：自治体：民間：４：１：１

有利子資金
(総事業費の60%：4,608億円)
(政保債、日本政策投資銀行融資
及び市中融資)

【中部国際空港の現況】

【空港アクセス】

・鉄道・・・名鉄常滑線の延伸(名鉄新名古屋駅から特急で３０分程度)

・道路・・・知多横断道路(空港連絡道路)の整備(名古屋都心から３０～４０分)

中部国際空港

地域開発用地

対岸地域開発用地

中部国際空港
連絡鉄道

中部国際空港
連絡道路

・・・　埋立範囲

　平成１４年１１月時点

埋立面積

約 ４３５ｈａ

全体
(約４７０ha)

※ 実績は名古屋のもの

コスト削減により、総事業費７，６８０億円は超えない見込み

処理能力(約12万回)の限界に達しつつあり、
また、空港用地の拡張や利用時間の延長は困難

滑走路 3,500ｍ

中部圏における今後の空港整備の方針

平成14年11月末時点

2005年
（H17）

2000 2007 20121994
(H12) (H17) (H24)(H6)

（年度）

中 部 国 際 空 港

航空旅客の実績及び将来予測

地域開発用地

対岸地域開発用地

平成14年１月 旅客ターミナルビル建設工事着工

平成15年２月 空港島埋立概成

５



空港整備の財源スキーム

国　　　１００％

有 利 子 資 金　７０％国
４／６

出 資 ３０％

地方
１／６

民間
１／６

国　６７ ％
２／３

地方　３３ ％
１／３

国　５５％ 地方　４５％

国　５０％ 地方　５０％

国
際
拠
点
空
港

第 一 種 空港

第二種（Ａ）空港

第二種（Ｂ）空港

第 三 種 空 港

成 田

関
　
空
　

中 部

有利子資金　４５％地方
１／３

国
２／３

無利子貸付 ２５％出資　３０％

地方
１／３

国
２／３

有 利 子 資 金　６０％国

出資 １３％ 無利子貸付 ２７％

地
方

民間 国
４／５

地方
１／５

有 利 子 資 金　８０％
出資 ２０％

国
１００％

Ⅱ期

Ⅰ期

上物

そ
の
他
の
空
港

※ 出資金の割合　国：地方：民間 ＝ ４：１：５

従来スキーム

下物
スキーム見直し後
（２００７年まで） 有利子資金　３０％地方

１／３
国

２／３

無利子貸付 ３２％出資　３８％

地方
１／３

国
２／３

有 利 子 資 金　７０％民間
１／３

国
２／３

出資　３０％
従来スキーム

スキーム見直し後
（２００７年まで） 有 利 子 資 金　５２％民間

１／３
国

２／３

出資　４８％

羽田、伊丹

新千歳、福岡、那覇

等　２１空港

秋田、山口宇部
等　　５空港

青森、岡山
等　５６空港

６



我が国の空港は、着陸料は諸外国と比較すると高いが、
1人当たりの空港利用料金で見ると欧米並み。

1 GBP　=　¥ 191.08　　1 EUR　=　¥ 130.49
1 USD　=　¥ 119.30　　1 HKD　=　¥ 15.60
1 SGD　=　¥ 67.88　　1 KRW　=　¥ 0.10

為替レート（２００３年４月１日現在）

国際空港の利用料金
～国際線旅客１人当たりの空港利用料金～

旅客が支払う料金等
（旅客サービス施設使用料（ＰＳＦＣ）、空港税等）

航空会社が支払う料金
（停留料、照明料、手荷物取扱施設利用料等）

着陸料金
※ （）内は成田を１００とした着陸料金の指数

合計額 ※ （）内は成田を100とした指数

12,000

関空 ロンドン
（ヒースロー）

パリ
（ｼｬﾙﾙ･ﾄﾞ･ｺﾞｰﾙ）

ニューヨーク
（ＪＦＫ）

香港
（ﾁｪｯｸﾗｯﾌﾟｺｯｸ）

シンガポール
（チャンギ）

ソウル
（仁川）

10,000
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4,000

2,000

0

成田

（円 ）

世界主要空港の空港利用料金比較（国際線：１人当たり）

５，３７６円

（１００）

５，８３６円

（１０９）

６，８８７円

（１２８）

５，３０９円

（９９）

１０，３９７円

（１９３）

２，９９７円

（５６）

３，４９５円

（６５）
２，２６１円

（４２）

３，１５０ ２，７４３

２９５
１，１４０

１，８１７ １，３３９
７６３１，０４４

２，０４０
２，６５０

５，６７０

３，２４１

５，６０７

１，７００
１，７６３

１，４２６

１８６
４４３

９２８

２，９７３

２５３
３９３

７２９２２
（１００） （８７）

（９） （３６）
（５８） （４３）

（２４）（３３）

※ 対象機材：Ｂ７４７－４００（最大離陸重量 ３９５ｔ、提供座席 ４３０席のうち搭乗者数 ３０１人（Ｌ／Ｆ７０％）、３時間停留
※ IATA AIRPORT & AIR NAVIGATION CHARGES MANUAL に基づき作成
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国内空港の着陸料

着陸料見直しの主な経緯 平成１５年度着陸料について

国内線の空港利用料金比較（旅客1人当たり）

１．平成11年４月

２種Ａ・共用空港における着陸料を２／３に引き下げ

・需給調整規制の撤廃に際しての航空ネットワーク
の維持・拡充

（約１８０億円の軽減）

２．平成13年４月
羽田空港における地方路線の着陸料を２／３に引き下げ

（１．と併せ、平成１４年度限り）
（１．と併せ、約２８０億円の軽減）

３．平成15年４月

着陸料軽減措置を政策効果に即したメリハリをつけ延長

（平成１５年度限り）
（約２３０億円の軽減）

○ 伊丹空港における着陸料の適正化

○ ネットワークの維持・拡充等のための
軽減措置（平成１５年度１年間限り）

着陸料軽減措置の体系

出

発

１ 種
（羽田・関空・成田・伊丹）

幹線
（新千歳・福岡）

非幹線

２種Ｂ・３種

２種Ａ
・

共用

伊丹

７／１０４／３

軽減 なし

9/10
3/4
7/10
1/2

※ 羽田空港の深夜早朝路線については、羽田空港に朝(午前８時２９分以前)に到着する便の羽田空港の着陸料
及び羽田空港を夜(午後８時３０分以降)に出発する便の国管理の相手空港の着陸料を１/２に軽減している。

※ 沖縄特例及び離島特例の対象路線については、平成９年７月１日から平成１９年３月３１日まで着陸料を１/６に
軽減している。

路 線 軽減率

小松、広島、高松、松山、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

釧路、函館、三沢、米子、高知、徳島、北九州

旭川、帯広、女満別、青森、秋田、庄内、富山、岡山、鳥取、出雲、山口宇部

上記以外の空港(１種空港、新千歳、福岡、那覇及び離島を除く。) 

９／１０

３／４

７／１０

１／２

（ 円 ）

1 GBP = ¥ 191.08 1 EUR = ¥ 130.49
1 USD = ¥ 119.30 1 KRW = ¥ 0.10

為替レート（２００３年４月１日現在）

ロンドン
（ヒースロー）

パリ
（ｼｬﾙﾙ･ﾄﾞ･ｺﾞｰﾙ）

ニューヨーク
（ＪＦＫ）

ソウル
（金浦）

羽田（幹線） 伊丹 新千歳

旅客が支払う料金等

航空会社が支払う料金

着陸料金

合計額 ※ （ ）内は羽田幹線を100とした指数

※ 対象機材Ｂ７６７－３００（最大離陸重
量 １３１ｔ、提供座席 ２８８席のうち搭乗
者数 ２０２人（Ｌ／Ｆ ７０％）、１時間停留）

※ IATA AIRPORT & AIR NAVIGATION
CHARGES MANUAL に基づき作成

1,526円

（100）

184

1,072

1,711円

（136）

282

1,429

996円

（79）

246

750

2,637円

（210）

984

716

937

2,638円

（210）

1,777

421

440

2,933円

（234）

1,951

490

492

565円

（45）

401
48

116

到 着

１ 種

羽田
２種Ａ ・ 共用
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前提条件等の変化が
あった場合、当然、

必要な見直しを実施

パブリックコメント
の実施

学識経験者委員会
によるモデル構築・検証

航空需要予測

予測結果の公表

需要予測モデル
　の精度向上

（参考）
前回の予測に対する実績値
国内：100％　　国際：96％

前回の需要予測モデルの問題点

ＧＤＰ、人口等は
国交省で統一 透明性の確保

　・インターネット等により広く一般に
　　資料を公開
　・広く国民の意見を反映させるため、
　 パブリックコメントを実施

2000 2007 2012

5,256 万人

（実績値）

6,750 万人

8,660 万人

国際航空旅客実績及び国交省予測値
ＩＡＴＡ需要予測のイメージ（国際旅客・日本）

1990

※ （　）内は年平均伸び率
※　ＩＡＴＡの値は、2000年度実績値と年平均
　　伸び率の予測から算出したもの

( 3.6%)

( 5.1%)

主な改善点
　○ 海外の経済成長率を勘案できるモデルを
　　　構築、グローバル化の急速な進展に対応

○ 近隣空港の影響や、鉄道のほか自動車、
　　　高速バス等との競合関係を考慮

○ 人口や航空路線の便数等の利便性の変化に
　　　伴う影響を考慮

○ 地域区分を細分化し、予測精度を向上

　× 海外の経済状況の変化を反映できない

　× 近隣空港や鉄道以外の交通機関の影響を考慮
できない

　× 人口や航空路線の便数、空港アクセスの利便性
が需要に与える影響を考慮できない　等

国際拠点空港の需要予測結果

成　田

関　空

中　部
（2005年開港予定）

2,921万人

1,287万人

453万人
（名古屋の実績）

4,060万人

1,580万人

550万人

5,210万人

2,080万人

710万人

2000年度
（実績）

2007年度 2012年度

国際線
旅客

( 4.8%) ( 5.1%)

( 3.0%) ( 5.7%)

( 3.4%) ( 5.2%)

※　（　）内は、2000－2007及び2007－2012の平均伸び率(H12) (H19) (H24)(H2)
（年度）

※ IATA 「ASIA-PACIFIC AIR TRANSPORT FORECAST 1985-2014」
ICAO 「OUTLOOK FOR AIR TRANSPORT TO THE YEAR 2010」　より

国際航空旅客需要の年平均伸び率　

　国土交通省：2000－2007 ３.６％
　　 　　　 2007－2012 ５.１％

（参考）
ＩＡＴＡ：1999－2014　４.０％（日本）

　　　 　 ５.７％（アジア太平洋）

ＩＣＡＯ：1999－2010  ５.０％（全世界） 　　　　 　

2014
(H26)

我が国の国際航空旅客需要予測

９



今期通常国会における航空局提出法案の概要及び審議状況

【 概　要 】
　　・空港の機能の向上の観点から、空港の高質化に資する照明施設等（航空灯火、無線施設用地等）を空港の基本的な施設として位置づけることとした。

　　・国と地方の役割・費用負担の見直しの一環として、地方公共団体が管理する空港において、標準的な性能を上回る照明施設等を地方公共団体が地方
　　　単独事業で整備できることとした。（国は、４０％の補助が可能。）

【審議状況】
　　平成１５年２月　４日　国会提出
　　　　　　　５月　９日　成立
　　　　　　　５月１６日　公布・施行

【 概　要 】
　　･新東京国際空港公団（公団）を解散し、全額国出資の特殊会社である成田国際空港株式会社（仮称。以下「会社」）を設立する。

　　･会社は国土交通大臣が定める基本計画に従って、空港の設置及び管理等を行うこととし、国土交通大臣が監督命令を発することができることとする。

　　･環境対策・共生策を会社の事業として明記し、国土交通大臣が監督命令を発することができることとする。

　　･公団と比べ会社の業務運営の自由度を高めることとし、新規事業に容易に進出できることとする。

【審議状況】
　　平成１５年３月１１日　国会提出
　　　　　　　５月２２日　衆議院通過

【 概　要 】

　　･最近における機内における安全阻害行為等（いわゆる機内迷惑行為）の急増に対応するため、機内における安全阻害行為等を禁止する。

　　･機長は、トイレでの喫煙等の安全阻害行為等をした者に対し、反復・継続して当該行為をしてはならない旨の命令をすることができることとする。なお、
　　　当該命令に違反した者は罰金に処することとする。
　　･航空運送事業の許可の要件として、当該許可の申請者自身に加え、その持株会社についても外資規制（議決権の３分の１未満等）を実施する。

　　･その他飛行計画の通報に係る事前通報義務の緩和を行う。

【審議状況】
　　平成１５年３月１１日　国会提出
　　　　　　　　　　　　　衆議院審議中

空港整備法の一部を改正する法律（法律第４２号）

成田国際空港株式会社法案（閣法第８６号）

航空法の一部を改正する法律案（閣法第８７号）
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